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みなとみらいキャンパス使用許可書

平成　　年　　月　　日

　　　　　　　　　殿

横浜国立大学国際社会科学研究院長

印

　　年　　月　　日付けで申請のあったみなとみらいキャンパス使用願については、下記のとおり使用を許可します。

記

1．使用室名　　　横浜国立大学ビジネススクール(YBS)　 1809室

2．使用日時　　　年　　月　　日(　)　　 時　　分から　　時　　分まで

年　　月　　日(　)　　 時　　分から　　時　　分まで

(使用時間は、使用規則第3条による。)
3．使用目的

4．使用人数

(2日以上にわたって使用する場合は延べ人数)
5．使用物品及び数量

6．その他

使用上の注意等は、別紙「みなとみらいキャンパス使用について」による。
(別紙)
みなとみらいキャンパス使用について

キャンパスの使用については、国立大学法人横浜国立大学みなとみらいキャンパス使用規則(以下「使用規則」という。)によるほか下記事項を厳守の上使用してください。

1．キャンパスの施設を使用する場合は、必ず所定の使用許可願(横浜国立大学ビジネススクールの講義及び演習は除く)を提出し、許可を受けてください。

(1)　使用許可願は、社会科学系総務係に提出してください。

(2)　使用許可願は、原則として使用予定日の1月前までに提出してください。

(3)　受付時間は、月曜日から金曜日の午前10時から午後4時までです。

2．キャンパスを次のような用途に使用することはできません。

(1)　宗教的活動、政治活動、営利を目的とする活動

(2)　学生の課外活動

(3)　各学部等の正規の授業として講義、演習等を行うこと。

3．使用責任者は、使用開始前に社会科学系総務係に使用許可書及び本学の身分証明書を提示し、担当係より指定のICカードを受取り、横浜ランドマークタワー18階エレベータホールにあるキーボックスからICカードにより保管されている鍵を取り出し、使用する部屋の扉の開閉を行う。終了後は、同キーボックスに鍵を戻し、ICカードを担当係に返還してください。

4．使用規則第3条の使用時間を厳守してください。時間内に終わらない場合は、その場で終了していただくとともに継続使用の許可を受けているものについては、許可を取り消すことがあります。また、予告なく使用開始予定時刻を30分経過しても使用しないときも、使用許可を取り消すことがあります。

5．キャンパス内は、常に清潔、整頓に努め、使用後は、清掃し、備品等を原状に復するとともに火気の点検、戸締まり、施錠を確実に行ってください。

6．キャンパス内の建造物及び備品等を毀損した場合は使用責任者の責において原状に戻すこと。

7．備え付けの空調等は、いっさい手をふれないでください。

8．使用後は、終了した旨を社会科学系総務係に電話(339-3654)で連絡してください。

9．館内は指定された場所以外は全て禁煙です。また、室内での飲食等も禁止です。喫煙等は下記でお願いします。

(1)　喫煙場所は、15階のリフレッシュルーム(喫煙／禁煙併設)を使用してください。

(2)　飲物は、各フロアの給湯コーナーを使用してください。

(3)　食事は、5階ロイヤルフードコートか外でお願いします。

10．本キャンパスは、各フロアに多くの会社等が入った場所を借用しており、室内及び廊下等で他の者の使用を妨げ又は騒音等の迷惑を及ぼす行為は、謹んでください。

11．室内に掲示物を貼る場合は、事前に掲示承認を受けてください。なお、室内以外の周辺に掲示物を貼ること及び立て看板等の設置は、廊下も含めて全館禁止です。

12．その他キャンパスの使用に関して苦情等があった場合は、継続使用の許可を受けているものについては許可を取り消し、次回から許可できない場合があります。

